
告 示

�愛媛県告示第１１８４号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

第１条第１項の規定による救急病院である。

平成２９年１１月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１１８５号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第５項の規

定により、次のとおり大規模小売店舗内の店舗面積の合計を基準面

積以下とする旨の届出があった。

平成２９年１１月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１１８６号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１２条第２項の規定により、

次のとおり肥料登録の有効期間を更新した。

平成２９年１１月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１１８７号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県西条保健所及び

新居浜市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成２９年１１月１４日

愛媛県西条保健所長 武 方 誠 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

住友化学株式会社

東京都中央区新川二丁目２７番１号

代表取締役社長 十倉 雅和

２ 事業場の名称及び所在地

住友化学株式会社愛媛工場菊本地区

新居浜市菊本町一丁目１０番１号

３ 特定施設に関する事項

� 酸洗浄槽（ＴＫ－８０４）
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名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

加戸病院 喜多郡内子町内子７７１番
地 医療法人弘友会

平成３２年
１１月１０日
まで

大規模小売店舗
の名称

大規模小売店舗
の所在地

大規模小売店舗内の店舗面積の
合計が基準面積以下となる日

フジ松前店 伊予郡松前町西古
泉１－１ 平成２９年１０月２４日

登録有
効期限

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

平成３５
年１１月
４日

愛媛県
第１２７５
号

混合有
機質肥
料

スーパ
ー有機
ＤＸ

窒素全
量１．７
りん酸
全量
４．５

加里全
量３．０

含有を
許され
る有害
成分の
最大量
及びそ
の他の

有限会社宇摩ポ
ウトリー
愛媛県四国中央
市土居町津根４３
９２

制限事
項は、
公定規
格のと
おり

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。以下「政令」という。）別表第
１第３７号ロ 分離施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１８トン処理（エチルクロライ
ド）

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手３カ月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

毎週（火・金）曜日発行 第２９２６号 平成２９年１１月１４日

平成２９年１１月１４日火曜日 第２９２６号

愛 媛 県 報
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� アルカリ洗浄槽（ＴＫ－８０５）

� プロピレン洗浄塔（Ｔ－１５０）

� ＨＣｌ吸収塔（Ｔ－７０５）

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １以下

最大 １以下

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３００

最大 ３００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０未満

最大 １０未満

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１未満

最大 ０．１未満

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１未満

最大 ０．１未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２１

最大 ２３．３

備考 汚水等は、中和処理施設（ＴＫ－７０７Ａ／Ｂ）で処理する。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号ロ 分離施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１８トン処理（エチルクロライ
ド）

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手３カ月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １２～１３

最大 １１～１４

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３００

最大 ３００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０未満

最大 １０未満

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１未満

最大 ０．１未満

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１未満

最大 ０．１未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １１．７

最大 １２．９

備考 汚水等は、中和処理施設（ＴＫ－７０７Ａ／Ｂ）で処理する。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号タ 廃ガス洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり７９，２００ノルマル立方メートル
処理（プロピレンガス）

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手３カ月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １４以上

最大 １４以上

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５

最大 ５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０未満

最大 １０未満

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１未満

最大 ０．１未満

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１未満

最大 ０．１未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ５

最大 ９０

備考 施設上段から発生する汚水等は、還元処理施設で処理する。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号タ 廃ガス洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１，４４０ノルマル立方メートル
処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手３カ月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １以下

最大 １以下

愛 媛 県 報平成２９年１１月１４日 第２９２６号
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� 次亜塔（Ｔ－７０２）

４ 汚水等の処理施設に関する事項

� アルベン中和処理施設（ＴＫ－４１４Ａ／Ｂ）

� 中和処理施設（ＴＫ－７０７Ａ／Ｂ）

る汚水等の

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １００

最大 １００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０未満

最大 １０未満

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１未満

最大 ０．１未満

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１未満

最大 ０．１未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １２

最大 １３

備考 汚水等は、中和処理施設（ＴＫ－７０７Ａ／Ｂ）で処理する。

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手３カ月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

処 理 施 設 の 種 類 化学処理

処 理 施 設 の 型 式 中和処理

処 理 施 設 の 構 造 コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法

中和槽：縦１０メートル
横３．０メートル
高さ２．７メートル

沈降槽：縦１０メートル
横３．０メートル
高さ２．０メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり７３０トン処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 中和処理方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 １未満

最大 １未満

通常 ６．０～８．０

最大 ５．５～８．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５

最大 ５

通常 ５

最大 ５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０未満

最大 １０未満

通常 ５０

最大 ５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１未満

最大 ０．１未満

通常 ０．１未満

最大 ０．１未満

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１未満

最大 ０．０１未満

通常 ０．０１未満

最大 ０．０１未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ６８５

最大 ６９０

通常 ７３０

最大 ７３０

備考 汚水等は、�１総合排水処理施設を経て、�１排水口より排水する。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号タ 廃ガス洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり４，０８０ノルマル立方メートル
処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手３カ月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １４以上

最大 １４以上

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５未満

最大 ５未満

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０未満

最大 １０未満

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１未満

最大 ０．１未満

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１未満

最大 ０．１未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０

最大 １４

備考 不定期に余剰次亜塩素酸ソーダを分解するときに汚水等が排出される。
汚水等は、次亜分解タンク（ＴＫ－７０５）、次亜排水処理槽（ＴＫ－

７０９Ｂ）で処理する。

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手３カ月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

処 理 施 設 の 種 類 化学処理

愛 媛 県 報平成２９年１１月１４日 第２９２６号
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� 次亜分解タンク（ＴＫ－７０５）、次亜排水処理槽（ＴＫ－７０９

Ｂ）

� 還元処理施設

処 理 施 設 の 型 式 中和処理

処 理 施 設 の 構 造 コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法
Ａ：縦３．７メートル 横４．９メートル

高さ３．２メートル
Ｂ：縦３．７メートル 横１１．３メートル

高さ２．７メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり４７０トン処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 中和処理方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 １未満

最大 １未満

通常 ６～８

最大 ５．５～８．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５

最大 ５

通常 ５

最大 ５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０未満

最大 １０未満

通常 ５０

最大 ５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１未満

最大 ０．１未満

通常 ０．１未満

最大 ０．１未満

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１未満

最大 ０．０１未満

通常 ０．０１未満

最大 ０．０１未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４４．７

最大 ４９．２

通常 ４２０

最大 ４６０

備考 汚水等は、�１総合排水処理施設を経て、�１排水口より排水する。

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 分解・中和処理方式

処理施設の使用時間間隔 不定期

処理施設の１日当たりの使用
時間 ８時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ９～１１

最大 ９～１３

通常 ６～８

最大 ６～８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １未満

最大 １未満

通常 １未満

最大 １未満

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

通常 １未満

最大 １未満

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１未満

最大 ０．１未満

通常 ０．１未満

最大 ０．１未満

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１未満

最大 ０．０１未満

通常 ０．０１未満

最大 ０．０１未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０

最大 １４

通常 ０

最大 １６

備考 汚水等は、�１総合排水処理施設を経て、�１排水口より排水する。

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手３カ月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

処 理 施 設 の 種 類 化学処理

処 理 施 設 の 型 式 次亜分解、中和処理

処 理 施 設 の 構 造 次亜分解タンク：チタン製
次亜排水処理槽：コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法

次亜分解タンク：直径２．７メートル
高さ４．９１２メートル

次亜排水処理槽：縦５．０メートル
横３．５メートル
高さ２．０メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１６立方メートル処理

設 置 年 月 日 昭和４８年１１月１０日

処 理 施 設 の 種 類 化学処理

処 理 施 設 の 型 式 還元及び中和処理

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦１５．０メートル 横５．１メートル
高さ１．７メートル ×２基

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり７５０立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 還元及び中和処理方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７．０～７．５

最大 ６．５～７．５

通常 ６．５～７．０

最大 ６．０～７．０

愛 媛 県 報平成２９年１１月１４日 第２９２６号
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� ＥＣＨ活性汚泥処理施設

� �１総合排水処理施設

� �３総合排水処理施設

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６５５

最大 ７９９

通常 ３１３

最大 ４０２

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３１

最大 ５２

通常 ３１

最大 ５２

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２

最大 １０

通常 ２

最大 １０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ７

通常 １

最大 ７

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２２８．１

最大 ４２６．０

通常 ２２８．１

最大 ４２６．０

備考 汚水等は、�３総合排水処理施設を経て、�３排水口より排水する。

設 置 年 月 日 昭和４７年２月１０日

処 理 施 設 の 種 類 生物処理

処 理 施 設 の 型 式 活性汚泥処理

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦９０メートル 横５０メートル
高さ５．６メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり３，８７０立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 活性汚泥処理方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ９．０～１１．０

最大 ９．０～１１．０

通常 ６．０～７．５

最大 ６．０～７．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５３７

最大 ６４９

通常 ４１．８

最大 ５４．６

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５１

最大 ５１

通常 ５０

最大 ５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 １０

通常 ５

最大 １０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．１

通常 ０．０１

最大 ０．１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３，４９９

最大 ３，８１３

通常 ３，４９９

最大 ３，８１３

備考 汚水等は、�１排水口より排水する。

設 置 年 月 日 昭和５３年８月３１日

処 理 施 設 の 種 類 物理処理

処 理 施 設 の 型 式 沈降分離処理

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 集水槽：縦１０メートル 横１０メートル
高さ５．０メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり４０，０００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 沈降分離処理方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７．０～７．５

最大 ６．５～８．０

通常 ７．０～７．５

最大 ６．５～８．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １１．２

最大 ２０．０

通常 １１．２

最大 ２０．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５．０

最大 ２７．０

通常 １５．０

最大 ２７．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４．０

最大 １５．０

通常 ４．０

最大 １５．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．０

最大 ５．０

通常 １．０

最大 ５．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２０，４７４

最大 ２７，５５７

通常 ２０，４７４

最大 ２７，５５７

備考 汚水等は、�１排水口より排水する。

設 置 年 月 日 昭和４９年６月１日

処 理 施 設 の 種 類 物理処理及び化学処理

処 理 施 設 の 型 式 沈降分離処理及び中和処理

処 理 施 設 の 構 造 土堰堤型式

愛 媛 県 報平成２９年１１月１４日 第２９２６号
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５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

� �１排水口

� �３排水口

�愛媛県告示第１１８８号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２９年１１月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

処 理 施 設 の 主 要 寸 法

沈降槽：縦９５．０メートル
横６０．０メートル
高さ２．０メートル

中和槽：縦４８．０メートル
横６０．０メートル
高さ２．２メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり５０，０００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 沈降処理及び中和処理方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７．０～８．０

最大 ７．０～８．５

通常 ７．０～８．０

最大 ７．０～８．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １３．０

最大 １９．５

通常 １３．０

最大 １９．５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３３．０

最大 ５００

通常 ３３．０

最大 ４７．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．９

最大 １０．０

通常 １．９

最大 １０．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．０

最大 ７．０

通常 １．０

最大 ７．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３６，９０２

最大 ４０，７４８

通常 ３６，９０２

最大 ４０，７４８

備考 汚水等は、�３排水口より排水する。

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １１．２

最大 ２０．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５．０

最大 ２７．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４．０

最大 １５．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．０

最大 ５．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２０，４７４

最大 ２７，５５７

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７．０～８．０

最大 ７．０～８．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １３．０

最大 １９．５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３３．０

最大 ４７．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．９

最大 １０．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．０

最大 ７．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３６，９０２

最大 ４０，７４８

備考 この他に、雨水排水口が１８箇所ある。

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７．０～７．５

最大 ６．５～８．０

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２４）第２２５６号 平成２４年
１２月１０日 �仙波組 仙波 恭二 松山市南�米町７２－４ 平成２９年

１０月２４日 塗装工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－２８）第７６４０号 平成２８年
５月２５日 大森電機 大森 明宏 松山市北斎院町８１０－２０ 平成２９年

１０月３１日 電気工事業 建設業の廃止
（法人成り）

愛 媛 県 報平成２９年１１月１４日 第２９２６号
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�愛媛県告示第１１８９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年１１月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１９０号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

平成２９年１１月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１９１号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により指定した医師が、次のように所在地を変更した。

平成２９年１１月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 松山北条線
松山市下伊台町乙１２６番３地先から

同町乙１２７番７地先まで

旧 ５．４～７．７
１１．６～１７．２

０．０８０
０．０８８

新 １１．６～１７．２ ０．０８８

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

肢 体 不 自 由 内 科 医療法人広仁会広瀬
病院 廣 � 精 � 八幡浜市１２８０番地９ 平成

２９年１１月１日

聴覚・平衡・音声、言語・そし
ゃく機能障害

耳鼻いんこう
科

国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 小 川 日出夫 東温市志津川 平成

２９年１１月１日

肢 体 不 自 由 小 児 科 公立学校共済組合四
国中央病院 日 野 ひとみ 四国中央市川之江町２２３３番地 平成

２９年１１月１日

ぼうこう又は直腸・小腸・肝臓
機能障害 内 科 公立学校共済組合四

国中央病院 板 垣 達 三 四国中央市川之江町２２３３番地 平成
２９年１１月１日

肢 体 不 自 由
内科、リハビ
リテーション
科

伊 予 病 院 奥 村 淳 子 伊予市八倉９０６番地５ 平成
２９年１１月１日

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 松 前 病 院 仲 田 紀 彦 伊予郡松前町大字筒井１５９２番地１ 平成
２９年１１月１日

じん臓・ぼうこう又は直腸機能
障害 泌 尿 器 科 社会福祉法人恩賜財

団済生会西条病院 � 田 恵 吉 西条市朔日市２６９番地１ 平成
２９年１１月１日

肢 体 不 自 由 脳神経外科 矢野脳神経外科医院 中 川 晃 八幡浜市古町１丁目６番１２号 平成
２９年１１月１日

心 臓 機 能 障 害 循環器内科 国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 藤 井 昭 東温市志津川 平成

２９年１１月１日

医 師 氏 名
旧 所 在 地 新 所 在 地

変 更
年月日病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地 病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地

越 智 達 正 社会福祉法人恩賜財団済生会
西条病院 西条市朔日市２６９－１ 独立行政法人労働者健康安全

機構愛媛労災病院 新居浜市南小松原町１３番２７号 平成２９年
１０月１日

佐 藤 秀 樹 市 立 大 洲 病 院 大洲市西大洲甲５７０番地 市 立 宇 和 島 病 院 宇和島市御殿町１番１号 平成２９年
１０月１日

坂 上 智 城 国立大学法人愛媛大学医学部
附属病院 東温市志津川 市 立 八 幡 浜 総 合 病 院 八幡浜市大平１番耕地６３８番

地
平成２９年
１０月１日

三 好 雅 樹 伊 予 病 院 伊予市八倉９０６番地５ 医療法人広仁会広瀬病院 八幡浜市１２８０番地９ 平成２９年
９月１日
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�愛媛県告示第１１９２号
身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第３条第２項の規定により、次のように指定医師の辞退の届出があった。

平成２９年１１月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

診断した身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 届出年月日

音声、言語機能障害、肢体不自
由、心臓・じん臓・呼吸器・ぼ
うこう又は直腸・小腸機能障害

内科、外科 医療法人広仁会広瀬
病院 松 原 淳 八幡浜市１２８０番地９ 平成

２９年１０月１６日

平成２９年１１月１４日 発行
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